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免除を受けることができる者 免除する科目 

１ 労働災害防止のための業務に従事する者に対する能

力向上教育に関する指針(平成元年能力向上教育指

針公示第１号)別表１に基づく安全管理者能力向上教

育(初任時)を修了した者 

安全管理及び 

安全教育 

２ 平成 12 年９月 14 日付け基発第 577 号の別添３に基

づくリスクアセスメント担当者(製造業等)研修及び平成

11 年６月 11 日付け基発第 372 号の別添２に基づく労

働安全衛生マネジメントシステム担当者研修を修了し

た者 

危険性又は有害性等

の調査及びその結果

に基 づき講 ずる措 置

等 

３ 平成 13 年３月 26 日付け基発第 177 号の別紙１に基

づく職長等教育講師養成講座又は別紙３に基づく職

長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者 

安全管理及び 

安全教育 

２～３略 
 

労働安全衛生規則 

（職長等の教育） 
第 40 条 法第 60 条第３号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 法第 28 条の２第１項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき

講ずる措置に関すること。 
(2)～(3)略 

２ 法第 60 条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項につ

いて、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。 
事   項 時 間 

法第 60 条第１号に掲げる事項 ２時間 

法第 60 条第２号に掲げる事項 2.5 時間 

前項第１号に掲げる事項 

(1) 危険性又は有害性等の調査の方法 

(2) 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 

(3) 設備、作業等の具体的な改善の方法 

４時間 

前項第２号に掲げる事項 1.5 時間 

前項第３号に掲げる事項 ２時間 

３ 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識

及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省

略することができる。 
 

（５）機械等の設置に伴う計画届の免除要件として明記 
労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施しており、一定の安全衛生水準

を上回る事業者は、労働基準監督署長の認定を受けることにより、労働安全衛生法

第 88 条第１項及び第２項に基づき一定の建設物や機械の設置・移設等に必要とさ

れる計画の届出義務が免除されます。 
その認定基準にリスクアセスメントを実施していることが定められています。 


